
訪問介護 重要事項説明書 

介護予防・日常生活支援総合事業 重要事項説明書 

 

利用申込者                様 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ３３８４－６８８１ 

担当                           

 

２ 「ＮＰＯヘルパーステーション中野の郷」の概要 

 (1)提供できるサービスの種類と地域 

事業所名  特定非営利法人 モンドラゴン中野の郷 

 ＮＰＯヘルパーステーション中野の郷 

所在地  東京都中野区弥生町2-52-4 城西弥生町マンション106号 

事業者番号   訪問介護  （東京都１３７１４０１７０２号） 

  介護予防・日常生活支援総合事業 

サービスを提供する地域  中野区(弥生町・南台・本町・中央) 杉並区(方南・和田) 

        ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。  

  (2)同事業所の職員体制                                      令和7年9月1日現在  

   常 勤     非常勤     業務内容       計 

 管 理 者 介護福祉士 １名  管理業務等 １名 

サービス提供責任者 介護福祉士 1名    介護業務責任者 1名 

 従 事 者 介護福祉士 

ヘルパー1.2級 

初任者研修 

 10名 

4名 

 

介護業務 10名 

4名 

 

 (3)サービスの提供時間帯 

 通常時間帯 

8:00～18:00 

    早朝 

  6:00～8:00 

    夜間 

 18:00～22:00 

    深夜 

22:00～6:00 

備考 

     月～土     ○   ご相談    ご相談     ×  

日曜・祝日・年末年始  ご相談   ご相談    ご相談     ×  

       ＊時間帯により料金が異なります。サービスの提供時間の拡大を順次予定しております。 

 (4)事業所の受付時間  

    月～土 ９：００～１８：００        （日曜・１２月２９日～１月３日は休業） 

 

３ サービス内容 

 (1)身体介護 

    ・食事・水分摂取介助・入浴介助・排泄介助・おむつ交換・移乗、移動介助・外出介助・清拭  

・陰部洗浄・体位交換・更衣介助・通院介助（介護保険適用外の待ち時間等は別途自費サービスあり） 

(2)生活援助 

    ・買物・掃除・調理・洗濯・衣類整理など 

（3）介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」といいます。） 

  ご利用者の心身機能・環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスの利用も考慮した上で、 

ご利用者のできることはご利用者が行うことを基本として、日常生活の支援を行います。 

（4）介護保険でできないこと 

①本人不在時のサービス 

②直接本人の援助に該当しない行為  例：ご本人以外のものに係る洗濯、調理、買物、来客の応対等 

③日常生活の援助に該当しない行為 

例：大掃除、ペットの世話、手の込んだ料理、アルコール・タバコ等の嗜好品の購入、電球交換等 



４ 利用料金 

       (1)利用料 

         介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として下記の基本料金（料金表）の１割から３割です。 

生活保護受給者は利用料の負担はありません。 

    また、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

【 料金表 】基本料金（標準時間帯）介護職員処遇改善加算分も含まれています。   令和6年6月1日作成 

介護サービス 

 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

訪問時間 20分未満 20分～30分未満 30分～1時間未満 
1時間～1時間30分

未満 

1時間30分以上 

（30分増す毎に） 

身体介護 
163単位 

2,196円 

244単位 

3,288円 

387単位 

5,215円 

567単位 

7,640円 

82単位加算 

1,105円を加算 

訪問時間  20分～45分未満 45分以上 身体生活の生活援助  

生活援助  
179単位 

2412円 

220単位 

2,964円 

20分以上45分未満(65単位 876円) 

45分以上70分未満(130単位 1,752円) 

70分以上(195単位 2,627円) 

介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援１ 

要支援２ 

事業対象者 

訪問型サービス（Ⅰ）（1月につき） 1,176単位  15,846円 

訪問型サービス（Ⅱ）（1月につき） 2,349単位  31,652円 

訪問型サービス（Ⅲ）（1月につき）  3,727単位    50,220円 

＊介護職員処遇改善加算 

  法令で定める算定要件（介護職員の賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて 

いること等）を満たした上で、当事業所として、介護職員処遇改善加算・新区分（Ⅲ）を（所定単位数に 

18.2％乗じた単位数）算定します。 

＊初回加算  200単位/月 (2,695円)    

（算定条件）新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービ 

ス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 

＊緊急時訪問介護加算  100単位/回 （1,347円） 

（算定条件）利用者やその家族から要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、 

ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービスに 

ない訪問介護（身体介護）を行った場合 

  ＊生活機能向上連携加算  100単位/回 （1,347円）  

   （算定条件）指定訪問リハビリステーション事業所または、通所リハビリテーション事業所の理学療法士、 

作業療法士及び言語聴覚士にサービス提供責任者が同行し、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、 

移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物・金銭管理、服薬状況等）に関する 

利用者の状況につき、理学療法士等とサービス提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評 

価を行うものとする。 

 ＊その他、身体介護と生活援助を組み合わせたサービス提供もありますのでご相談ください。 

＊基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％増しになります。 

＊やむを得ない事情で、かつ、ご契約者の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分の料金となります。 

＊総合事業をご利用の場合は、月単位の定額となりますので、キャンセルのいかんにかかわらず利用料金に変更は 

ありません。 

 (2)交通費 

       前記２の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、別途費用がかかります。 

(3)キャンセル料   下記の料金をいただきます。 

 

  

 

  

訪問前日の受付時間までにご連絡をいただいた場合 

(訪問前日が日曜・祝日の場合はその前日の受付時間内となり

ます。) 

無    料 

訪問前日の受付時間以降にご連絡をいただいた場合 一律 １，０００円 

＊総合事業の利用者様は、当日キャンセルの料金はいただきません。 

（但し、当月のサービスが発生しない場合は（緊急入院を除く）いただく場合がございます。） 



５ サービスの利用方法 

 (1)サービスの利用開始 

  「訪問介護計画」または、「訪問型サービス計画」作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

  (2)サービスの終了 

①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

       サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

    ②当社の都合でサービスを終了する場合 

       人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場

合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。  

③自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

    ・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

      ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

    ・ご利用者がお亡くなりになった場合 

    ④その他 

    ・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者やご家族などに対

して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、ご利用者は解約を通知するこ

とによって即座にサービスを終了することができます。 

    ・ご利用者が、サービス利用料金の支払を３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず

１０日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本

契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終

了させていただく場合がございます。 

 

６ サービスのご利用のために 

事   項  有無             備    考 

ホームヘルパーの変更    有り  

従業員への研修の実施    有り  

訪問介護計画書の作成    有り  

訪問型サービス計画書の作成 有り  

  ＊サービスの提供にあたっては、当社が選任したホームヘルパーがサービスを行います。ご契約者が訪問介

護員を指名することはできません。 

＊選任したホームヘルパーが業務上不適当と認められる事情等で、交替を希望する場合は、交替を申し出る

ことができます。 

 

７ 緊急時の対応方法 

     サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急隊、 親族、

居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

８ 事故発生時の対応 

    ご利用者に対する訪問介護または、総合事業の提供により事故が発生した場合は、区市町村、ご家族、居

宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

９ 個人情報の保護 

１ 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する

秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者個人情報

を用いません。 

３ 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族

の個人情報を用いません 

 



10 虐待の防止について 

  利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、当法人における指針に従い、虐待防止委員会を定期に行い、従業員に

対する虐待防止を啓発・普及するための研修等を実施していきます。 

 

11 ハラスメントの防止について 

当法人におけるハラスメントに関する基本方針に従い、職場、介護現場においてハラスメントによって就業環境が

害されることを防止し、適切なサービスを提供できるように努めます。利用者等からのハラスメントがあった場合に

は契約を解除することがあります。 

 

12 衛生管理について 

事業所において感染症が発生、又はまん延しないように指針を整備し、検討委員会を開催し、就業者に対する研修

及び訓練を定期的に実施していきます。 

 

13 身体拘束について 

   事業所は利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制

限する行為は行いません。 

 

14 事業所における業務継続計画について 

感染症や災害が発生したばあいであっても、必要な介護サービスを提供できる体制を構築し、業務継続計画等の策

定、研修の実施、訓練を実施していきます。 

 

15 第三者評価の実施状況  実施 なし 

 

16 サービス内容に関する苦情 

① 事業所お客さま相談・苦情担当 

         担当  五味 尚代            ０３－３３８４－６８８１ 

② 市町村の相談・苦情窓口 

      中野区役所 介護保険 担当課          ０３－３２２８－８８７８ （直通） 

   アシストなかの（権利擁護センター）       ０３－５３８０－６４４４ 

      月～土 ９時～１７時 休日：日曜日、第３月曜日、祝日、年末年始 

      中野区中野５-６８-７スマイルなかの ４階 （ＦＡＸ ０３－５３８０－０７５０） 

   杉並区役所 介護保険課 苦情調整担当      ０３―３３１２－２１１１ （代表） 

   東京都国民健康保険団体連合会（国保連）     ０３－６２３８－０１７７ 

 

17 当法人の概要 

    名   称      特定非営利活動法人 モンドラゴン中野の郷 

NPOヘルパーステーション 中野の郷 

    代 表 者      理事長 齊 藤  稔 

    本事業所所在地    東京都中野区弥生町2-52-4 城西弥生町マンション106号 

℡０３－３３８４－６８８１ 

    設立年月日      ２００３年５月  

    事業所数            ２０１８年４月１日現在   通所介護事業所  １ヶ所 

                          訪問介護事業所  １ヶ所 

     

 

 

 

 

 

 

 



当事業所の運営方針 

         介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、利用者の立場に立って 

適正な在宅介護を支援いたします。 

                                  令和   年   月   日 

 

訪問介護または、総合事業の提供開始にあたり、ご利用者に対して契約書および本書面に基づいて 

重要な事項を説明し、交付しました。 

  

   私は、契約書および本書面により、事業者から訪問介護または、総合事業についての重要事項の説 

明を受け同意しました。 

 

説明者氏名                         印 

 

利用者        住 所                              

 

氏 名                                     印 

 

 家族・代理人 （続柄：            ） 

 

住 所                              

 

                    氏 名                                      印    

 

事業者       所在地     東京都中野区弥生町2-52-4 城西弥生町マンション106号 

                 名 称      特定非営利活動法人 モンドラゴン中野の郷 

                   NPOヘルパーステーション 中野の郷 

               代表者名     理事長  齊 藤  稔        印 


